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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次 
第95期 

第2四半期 
連結累計期間 

第96期 
第2四半期 

連結累計期間 
第95期 

会計期間 
自 2017年4月1日 

 至 2017年9月30日 
自 2018年4月1日 

 至 2018年9月30日 
自 2017年4月1日 

 至 2018年3月31日 

売上高 （百万円） 100,035 106,646 208,387 

経常利益 （百万円） 2,250 2,184 4,439 

親会社株主に帰属する四半期

（当期）純利益 
（百万円） 1,510 1,472 3,130 

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） 2,850 1,778 4,353 

純資産額 （百万円） 42,575 45,005 43,735 

総資産額 （百万円） 120,928 126,485 123,964 

１株当たり四半期（当期） 

純利益金額 
（円） 70.19 68.60 145.54 

潜在株式調整後１株当たり 

四半期（当期）純利益金額 
（円） 69.05 67.28 143.03 

自己資本比率 （％） 35.0 35.3 35.1 

営業活動による 

キャッシュ・フロー 
（百万円） 1,546 432 2,058 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
（百万円） △1,079 △1,159 △2,659 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
（百万円） △133 772 830 

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高 
（百万円） 2,251 2,194 2,139 

 

回次
第95期

第2四半期
連結会計期間

第96期
第2四半期

連結会計期間

会計期間
自 2017年7月1日

 至 2017年9月30日
自 2018年7月1日

 至 2018年9月30日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 32.11 27.61 

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載して

おりません。

   ２．売上高には、消費税等は含んでおりません。

   ３． 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 2018年2月16日）等を第１四半期連結

会計期間の期首から適用しており、前第2四半期連結累計期間及び前連結会計年度に係る主要な経営指標等に

ついては、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっております。

 

２【事業の内容】

 当第2四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。 
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

 当第2四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または前事業年度の有価証券報告書に記載し

た事業等のリスクについての重要な変更はありません。 

 

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。

 

 (1) 財政状態及び経営成績の状況

  経営成績の分析

当第2四半期連結累計期間における我が国経済は、企業収益や雇用環境の改善を背景に、緩やかな回復基調

で推移しましたが、米中の通商問題による貿易摩擦の懸念等により先行きは不透明な状況となっておりま

す。

このような状況下におきまして、当社グループの連結業績は、主力の商用車業界や建産機業界が好調に推

移したこと等により、売上高は1,066億4千6百万円（前年同期比6.6％増）となりましたが、神奈川支店の移

設に伴う一時的な費用が発生したこと等により、営業利益は19億9千5百万円（前年同期比3.6％減）、経常利

益は21億8千4百万円（前年同期比2.9％減）、親会社株主に帰属する四半期純利益は14億7千2百万円（前年同

期比2.5％減）となりました。 

 

  セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。

①鉄鋼事業

鉄鋼事業においては、主要取引業界である商用車業界や建産機業界が好調に推移したこと等により、売上

高は680億2千6百万円（前年同期比7.4％増）となりましたが、神奈川支店の移設に伴う一時的な費用が発生

したこと等により、営業利益は11億7千6百万円（前年同期比7.7％減）となりました。 

②非鉄金属事業

非鉄金属事業においては、主要取引業界である商用車業界が好調に推移しましたが、一部のユーザーの取

引が現地調達に切り替わったこと等により、売上高は170億円（前年同期比1.2％減）、営業利益は1億7千1百

万円(前年同期比18.2％減）となりました。 

③電子材料事業

電子材料事業においては、主力の車載機器向けプリント配線基板用積層板の販売が堅調に推移したこと等

により、売上高は120億5千万円（前年同期比8.6％増）、営業利益は新規商材の拡販により、3億4千6百万円

(前年同期比6.9％増)となりました。 

④ライフ営業事業 

ライフ営業事業においては、自社商品の販路拡大を進めたこと等により、売上高は42億2千3百万円（前年

同期比3.1％増）、営業利益は3億1千6百万円（前年同期比8.7％増）となりました。 

⑤機械・工具事業

機械・工具事業においては、国内外の設備投資を適宜受注したこと等により、売上高は53億4千6百万円(前

年同期比23.8％増)となりましたが、経費の増加等により、営業損失は1千5百万円（前年同期は営業損失3千

万円）となりました。 

 

 財政状態の分析

(資産) 

当第2四半期連結会計期間末の資産につきましては、前連結会計年度末に比べて25億2千万円増加し1,264億

8千5百万円となりました。その要因の主なものは、流動資産において、商品及び製品が増加したこと等によ

り17億6千5百万円増加したこと、固定資産において投資有価証券が増加したこと等により7億5千5百万円増加

したことであります。 

(負債) 

当第2四半期連結会計期間末の負債につきましては、前連結会計年度末に比べて12億5千万円増加し814億8

千万円となりました。その要因の主なものは、流動負債において、短期借入金が増加したこと等により3億6

千5百万円増加したこと、固定負債において長期借入金が増加したこと等により8億8千5百万円増加したこと

であります。
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(純資産) 

当第2四半期連結会計期間末の純資産につきましては、前連結会計年度末に比べて12億7千万円増加し450億

5百万円となりました。その要因の主なものは、利益剰余金が9億5千5百万円増加したこと、その他の包括利

益累計額においてその他有価証券評価差額金が1億9千2百万円増加したことであります。

 

 (2) キャッシュ・フローの状況 

 当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度に比

べ、5千5百万円増加し、21億9千4百万円となりました。 

 

 当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

税金等調整前四半期純利益が21億7千2百万円となりましたが、売上債権の減少額3千4百万円、仕入債務の

減少額2億4千9百万円、たな卸資産の増加額12億7千3百万円、減価償却費4億3千8百万円等により、4億3千2百

万円の収入となりました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

有形固定資産の取得による支出10億2千1百万円等により、11億5千9百万円の支出となりました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

短期借入金の純増額10億9千8百万円、配当金の支払額5億6百万円等により、7億7千2百万円の収入となりま

した。

 

 (3) 経営方針・経営戦略等 

 当第2四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更

はありません。

 

 (4) 事業上及び財政上の対処すべき課題 

当第2四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

 (5) 研究開発活動 

該当事項はありません。

 

３【経営上の重要な契約等】

 当第2四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。 
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 87,000,000

計 87,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第2四半期会計期間末
現在発行数（株）

（2018年9月30日）

提出日現在発行数（株）
(2018年11月7日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

   普通株式  21,799,050  21,799,050
東京証券取引所

市場第一部

単元株式数

100株

計  21,799,050  21,799,050 - -

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

決議年月日 2018年6月22日

付与対象者の区分及び人数（名）

取締役     8

監査役     3

執行役員    12

新株予約権の数（個）※ 577（注）1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数

（株）※
普通株式 57,700（注）2

新株予約権の行使時の払込金額（円）※ 1株当たり1円

新株予約権の行使期間 ※ 自  2018年7月18日 至  2048年7月17日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）※

発行価格     1,052

資本組入額    526

新株予約権の行使の条件 ※ (注）3

新株予約権の譲渡に関する事項 ※
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役

会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事

項 ※
（注）4

※新株予約権証券の発行時(2018年7月17日)における内容を記載しております。

 (注）1.新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数（以下、「付与

株式数」という。）は100株とする。 

2.新株予約権を割り当てる日（2018年6月22日に開示のとおり、2018年7月17日と定める。以下、「割当日」とい

う。）後、当社が当社普通株式につき、株式分割（当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の

記載につき同じ。）又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、か

かる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行わ

れ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率 

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日（基準日を定めないときは、その効力

発生日）以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。

また、上記の他、割当日後、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて

付与株式数の調整を必要とする場合、当社は、当社取締役会において必要と認める付与株式数の調整を行うこ

とができる。

3.（1）新株予約権者は、当社の取締役、監査役及び執行役員いずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間以

内（10日目が休日に当たる場合には翌営業日）に限り、新株予約権を行使することができる。 
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（2）上記（1）にかかわらず、当社が消滅会社となる合弁契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若

しくは分割計画承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案に

つき、当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議または会社法

第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合）、当該承認日の翌日から30日間に

限り新株予約権を行使できるものとする。ただし、（注）4に定める組織再編行為に伴う新株予約権の交

付に関する事項に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除くものとす

る。

（3）その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるとこ

ろによる。

4.当社が合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割若しくは新設分割（それぞれ当社が分割会

社となる場合に限る。）、株式交換若しくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。）

（以上を総称して以下「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生日（吸収

合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につ

き吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交

換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。）の

直前において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）を保有する新株予約権者に対し、

それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」

という。）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株

予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株

式移転計画において定めることを条件とする。

（1）交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

（2）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

（3）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、（注）1及び（注）2に準じて決定する。

（4）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記

（3）に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額

とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる

再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

（5）新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日か

ら、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

（6）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

下記に準じて決定する。

① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第

1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場

合は、これを切り上げるものとする。

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本

金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

（7）譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとす

る。

（8）新株予約権の行使の条件

（注）3に準じて決定する。

（9）新株予約権の取得条項

当社は、以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要

の場合は、当社取締役会決議又は会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場

合）は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。

① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

② 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案

③ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案

④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること

についての定めを設ける定款の変更承認の議案
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⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承

認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得すること

についての定めを設ける定款の変更承認の議案

 

 

②【その他の新株予約権等の状況】

 該当事項はありません。

 

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 該当事項はありません。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（千株）

発行済株式
総数残高
（千株）

資本金
増減額

（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金
増減額

（百万円）

資本準備金
残高

（百万円）

     2018年7月1日～

     2018年9月30日
- 21,799 - 1,321 - 789

 

（５）【大株主の状況】

    2018年9月30日現在 

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式（自己
株式を除く。）の
総数に対する所有
株式数の割合
（％） 

三神興業株式会社 東京都中央区八丁堀一丁目13番10号 1,584 7.39 

いすゞ自動車株式会社 東京都品川区南大井六丁目26番1号 1,451 6.76 

日野自動車株式会社 東京都日野市日野台三丁目1番地1 1,270 5.92 

ＮＯＫ株式会社 東京都港区芝大門一丁目12番15号 619 2.89 

日本マスタートラスト信託銀行

株式会社(信託口) 
東京都港区浜松町二丁目11番3号 597 2.79 

株式会社りそな銀行 大阪府大阪市中央区備後町二丁目2番1号 554 2.58 

三原不動産株式会社 東京都中央区銀座四丁目8番4号 530 2.47 

佐藤商事取引先持株会 東京都千代田区丸の内一丁目8番1号 522 2.44 

日本シイエムケイ株式会社 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号 512 2.39 

ＪＦＥスチール株式会社 
東京都千代田区内幸町二丁目2番3号 

日比谷国際ビル 
500 2.33 

計 - 8,141 37.95 
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（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

2018年9月30日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 - - -

議決権制限株式（自己株式等） - - -

議決権制限株式（その他） - - -

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式     344,900 - 単元株式数 100株

完全議決権株式（その他） 普通株式  21,428,700 214,287 同上

単元未満株式 普通株式    25,450 - -

発行済株式総数 21,799,050 - -

総株主の議決権 - 214,287 -

 （注）「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己保有株式が次のとおり含まれております。

自己保有株式            12株

 

②【自己株式等】

2018年9月30日現在
 

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

（自己保有株式）

佐藤商事株式会社

東京都千代田区

丸の内一丁目8番1号
344,900 - 344,900 1.58

計 - 344,900 - 344,900 1.58

 

２【役員の状況】

 該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について 

 当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内

閣府令第64号）に基づいて作成しております。 

 

２．監査証明について 

 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2四半期連結会計期間（2018年7月1日から2018年9

月30日まで）及び第2四半期連結累計期間（2018年4月1日から2018年9月30日まで）に係る四半期連結財務諸表に

ついて、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。 
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１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

    （単位：百万円） 

 
前連結会計年度 
(2018年3月31日) 

当第2四半期連結会計期間 
(2018年9月30日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 3,589 3,645 

受取手形及び売掛金 ※２ 59,831 ※２ 58,466 

電子記録債権 ※２ 10,146 ※２ 11,476 

商品及び製品 16,066 17,664 

その他 1,046 1,183 

貸倒引当金 △152 △141 

流動資産合計 90,528 92,294 

固定資産    

有形固定資産    

建物及び構築物（純額） 4,370 5,683 

土地 7,445 7,445 

その他（純額） 2,834 1,957 

有形固定資産合計 14,650 15,086 

無形固定資産 198 180 

投資その他の資産    

投資有価証券 17,641 17,931 

繰延税金資産 31 34 

その他 1,036 1,103 

貸倒引当金 △101 △101 

投資損失引当金 △21 △43 

投資その他の資産合計 18,586 18,924 

固定資産合計 33,435 34,191 

資産合計 123,964 126,485 
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    （単位：百万円） 

 
前連結会計年度 
(2018年3月31日) 

当第2四半期連結会計期間 
(2018年9月30日) 

負債の部    

流動負債    

支払手形及び買掛金 52,377 52,234 

短期借入金 10,064 10,708 

未払法人税等 800 664 

賞与引当金 1,079 975 

その他 1,803 1,908 

流動負債合計 66,125 66,490 

固定負債    

長期借入金 10,143 10,956 

繰延税金負債 3,242 3,387 

退職給付に係る負債 265 188 

役員退職慰労引当金 65 67 

その他 387 390 

固定負債合計 14,104 14,989 

負債合計 80,229 81,480 

純資産の部    

株主資本    

資本金 1,321 1,321 

資本剰余金 880 880 

利益剰余金 33,190 34,146 

自己株式 △235 △284 

株主資本合計 35,156 36,062 

その他の包括利益累計額    

その他有価証券評価差額金 8,116 8,308 

繰延ヘッジ損益 △4 5 

為替換算調整勘定 225 328 

退職給付に係る調整累計額 △8 △9 

その他の包括利益累計額合計 8,328 8,634 

新株予約権 245 303 

非支配株主持分 4 5 

純資産合計 43,735 45,005 

負債純資産合計 123,964 126,485 
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

    （単位：百万円） 

 
前第2四半期連結累計期間 

(自 2017年4月1日 
  至 2017年9月30日) 

当第2四半期連結累計期間 
(自 2018年4月1日 

  至 2018年9月30日) 

売上高 100,035 106,646 

売上原価 91,905 98,445 

売上総利益 8,130 8,201 

販売費及び一般管理費 ※ 6,060 ※ 6,205 

営業利益 2,069 1,995 

営業外収益    

受取利息 8 4 

受取配当金 195 215 

受取賃貸料 69 75 

仕入割引 42 41 

為替差益 - 27 

その他 33 35 

営業外収益合計 348 400 

営業外費用    

支払利息 77 95 

売上債権売却損 19 16 

賃貸費用 26 40 

持分法による投資損失 23 37 

貸倒引当金繰入額 0 - 

為替差損 2 - 

その他 17 21 

営業外費用合計 167 212 

経常利益 2,250 2,184 

特別利益    

固定資産売却益 1 0 

投資有価証券売却益 14 19 

特別利益合計 16 20 

特別損失    

固定資産除売却損 1 3 

投資損失引当金繰入額 11 21 

その他 6 6 

特別損失合計 19 31 

税金等調整前四半期純利益 2,246 2,172 

法人税、住民税及び事業税 777 647 

法人税等調整額 △41 52 

法人税等合計 735 699 

四半期純利益 1,511 1,473 

非支配株主に帰属する四半期純利益 0 0 

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,510 1,472 
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【四半期連結包括利益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

    （単位：百万円） 

 
前第2四半期連結累計期間 

(自 2017年4月1日 
  至 2017年9月30日) 

当第2四半期連結累計期間 
(自 2018年4月1日 

  至 2018年9月30日) 

四半期純利益 1,511 1,473 

その他の包括利益    

その他有価証券評価差額金 1,286 189 

繰延ヘッジ損益 11 10 

為替換算調整勘定 37 104 

持分法適用会社に対する持分相当額 3 0 

その他の包括利益合計 1,338 305 

四半期包括利益 2,850 1,778 

（内訳）    

親会社株主に係る四半期包括利益 2,849 1,777 

非支配株主に係る四半期包括利益 0 0 
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

    （単位：百万円） 

 
前第2四半期連結累計期間 

(自 2017年4月1日 
  至 2017年9月30日) 

当第2四半期連結累計期間 
(自 2018年4月1日 

  至 2018年9月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー    

税金等調整前四半期純利益 2,246 2,172 

減価償却費 367 438 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 59 △10 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4 2 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 19 △77 

受取利息及び受取配当金 △203 △220 

支払利息 77 95 

持分法による投資損益（△は益） 23 37 

投資有価証券売却損益（△は益） △14 △19 

固定資産除売却損益（△は益） △0 2 

売上債権の増減額（△は増加） △8,474 34 

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,074 △1,273 

仕入債務の増減額（△は減少） 9,429 △249 

その他 △371 134 

小計 2,090 1,067 

利息及び配当金の受取額 214 237 

利息の支払額 △75 △91 

法人税等の支払額 △685 △786 

法人税等の還付額 1 5 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,546 432 

投資活動によるキャッシュ・フロー    

有形固定資産の取得による支出 △1,111 △1,021 

有形固定資産の売却による収入 0 4 

無形固定資産の取得による支出 △78 △13 

無形固定資産の売却による収入 4 - 

投資有価証券の取得による支出 △21 △12 

投資有価証券の売却による収入 41 24 

子会社株式の取得による支出 △28 △78 

貸付けによる支出 △10 △137 

貸付金の回収による収入 11 64 

その他 112 9 

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,079 △1,159 

財務活動によるキャッシュ・フロー    

短期借入金の純増減額（△は減少） 287 1,098 

長期借入れによる収入 338 1,333 

長期借入金の返済による支出 △322 △1,100 

自己株式の取得による支出 △50 △53 

配当金の支払額 △386 △506 

非支配株主への配当金の支払額 △0 - 

その他 △0 △0 

財務活動によるキャッシュ・フロー △133 772 

現金及び現金同等物に係る換算差額 10 9 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 343 55 

現金及び現金同等物の期首残高 1,907 2,139 

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 2,251 ※ 2,194 
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【注記事項】

(追加情報)

(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用)

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 2018年2月16日）等を第1四半期連結

会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債 

の区分に表示しております。 

 

（四半期連結貸借対照表関係）

 １ 保証債務 

 次の関係会社について、金融機関からの借入及びリース会社からのリース債務残高に対し、債務保証を行って

おります。 

 
前連結会計年度

（2018年3月31日）
当第2四半期連結会計期間

（2018年9月30日）

YUASA SATO(Thailand)Co.,Ltd. 919百万円 848百万円

  (270百万バーツ) (242百万バーツ)

深圳佐藤商事貿易有限公司 141百万円 148百万円

  (8百万元) (8百万元)

計 1,061百万円 996百万円

(注)外貨建保証債務は期末日現在の為替レートで円換算しております。 

 

※２ 四半期連結会計期間末日満期手形等

 四半期連結会計期間末日満期手形等の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。な

お、当四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形等が四半

期連結会計期間末日残高に含まれております。

 
前連結会計年度

（2018年3月31日）
当第2四半期連結会計期間

（2018年9月30日）

受取手形 2,017百万円 1,709百万円 

電子記録債権 402 470

 

（四半期連結損益計算書関係）

※  販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 
  前第2四半期連結累計期間 

（自  2017年4月1日 
     至  2017年9月30日） 

  当第2四半期連結累計期間 
（自  2018年4月1日 

     至  2018年9月30日） 

運賃 1,135百万円 1,176百万円 

給与手当 1,442 1,451 

賞与引当金繰入額 823 827 

退職給付費用 105 106 

役員退職慰労引当金繰入額 4 4 

貸倒引当金繰入額 59 △6 
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 
前第2四半期連結累計期間
（自  2017年4月1日
 至  2017年9月30日）

当第2四半期連結累計期間
（自  2018年4月1日
 至  2018年9月30日）

現金及び預金 3,703百万円 3,645百万円

預入期間が３か月を超える定期預金 △1,451 △1,450

現金及び現金同等物 2,251 2,194

 

（株主資本等関係）

Ⅰ 前第2四半期連結累計期間（自 2017年4月1日 至 2017年9月30日）

(1)配当金支払額

 （決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2017年6月23日

定時株主総会
普通株式 387 18.0 2017年3月31日 2017年6月26日 利益剰余金

 

(2)基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期

間末後となるもの

 （決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2017年11月7日

取締役会
普通株式 343 16.0 2017年9月30日 2017年12月8日 利益剰余金

 

Ⅱ 当第2四半期連結累計期間（自 2018年4月1日 至 2018年9月30日）

(1)配当金支払額

 （決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2018年6月22日

定時株主総会
普通株式 515 24.0 2018年3月31日 2018年6月25日 利益剰余金

 

(2)基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期

間末後となるもの

 （決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2018年11月6日

取締役会
普通株式 386 18.0 2018年9月30日 2018年12月4日 利益剰余金
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ 前第2四半期連結累計期間（自 2017年4月1日 至 2017年9月30日） 

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

          （単位：百万円） 

  鉄鋼事業 非鉄金属事業 電子材料事業 ライフ営業事業 機械・工具事業 

四半期連結損益 

計算書計上額 

（注） 

売上高            

外部顧客への売上高 63,321 17,208 11,093 4,094 4,316 100,035 

セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
- - - - - - 

計 63,321 17,208 11,093 4,094 4,316 100,035 

セグメント利益 

又は損失(△) 
1,275 209 324 290 △30 2,069 

（注）セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。 

 

Ⅱ 当第2四半期連結累計期間（自 2018年4月1日 至 2018年9月30日） 

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

          （単位：百万円） 

  鉄鋼事業 非鉄金属事業 電子材料事業 ライフ営業事業 機械・工具事業 

四半期連結損益 

計算書計上額 

（注） 

売上高            

外部顧客への売上高 68,026 17,000 12,050 4,223 5,346 106,646 

セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
- - - - - - 

計 68,026 17,000 12,050 4,223 5,346 106,646 

セグメント利益 

又は損失(△) 
1,176 171 346 316 △15 1,995 

（注）セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。 
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（１株当たり情報）

 １株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎

は、以下のとおりであります。

 
前第2四半期連結累計期間
（自 2017年4月1日
 至 2017年9月30日）

当第2四半期連結累計期間
（自 2018年4月1日
 至 2018年9月30日）

(1)１株当たり四半期純利益金額 70円19銭 68円60銭

（算定上の基礎）    

親会社株主に帰属する四半期純利益金額

（百万円）
1,510 1,472

普通株主に帰属しない金額（百万円） - -

普通株式に係る親会社株主に帰属する

四半期純利益金額（百万円）
1,510 1,472

普通株式の期中平均株式数（千株） 21,525 21,466

(2)潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 69円05銭 67円28銭

（算定上の基礎）    

親会社株主に帰属する四半期純利益調整額

（百万円）
- -

普通株式増加数（千株） 356 420

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要

- -

 

（重要な後発事象）

 該当事項はありません。

 

２【その他】

2018年11月6日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

 (イ) 中間配当による配当金の総額…………………386百万円

 (ロ) １株当たりの金額………………………………18円00銭

 (ハ) 支払請求の効力発生日…………………………2018年12月4日

(注) 2018年9月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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  独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

2018年11月7日

佐藤商事株式会社 

取締役会 御中 

 

有限責任 あずさ監査法人 

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

  公認会計士 川村  敦    印 

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

  公認会計士 井上  喬    印 

 

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている佐藤商事株式会社

の2018年4月1日から2019年3月31日までの連結会計年度の第2四半期連結会計期間（2018年7月1日から2018年9月30日ま

で）及び第2四半期連結累計期間（2018年4月1日から2018年9月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期

連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記に

ついて四半期レビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

 当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

 四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

 当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、佐藤商事株式会社及び連結子会社の2018年9月30日現在の財政状態並

びに同日をもって終了する第2四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと

信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

 

利害関係

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以 上

 

 （注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半

期報告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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